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仙地裁総第320号

平成31年4月24日

山中理司様
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仙台地方裁判所長大竹昭 月

Ⅱ■■＝一画一

司法行政文書の開示についての通知書

3月28日付けで申出のありました司法行政文書の開示について，下記のとおり

情報を提供することとしましたので通知します。

記

1提供する司法行政文書の情報

（1） 「平成31年度の仙台地方裁判所及びその管内各簡易裁判所における裁判官

の配置，裁判事務の分配，代理順序等」の抜粋（片面で2枚）

（2） 同別表1 （片面で1枚）

2提供の実施方法

写しの交付

(担当）仙台地方裁判所総務課電話022 （222） 6111 （内線3013）



、

平成3Ⅱ年度の仙台地方裁判所及びその管内各簡易裁判所にお

ける裁判官の配置裁判事務の分配，代理順序等

平成30年12月 7日裁判官会議決議

（平成31年 1月16日応急措置) ，

平成31年3月22日裁判官会議決議

1本庁

1裁判官の配置．
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支部及び管内簡易裁判所において民事事件に
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